
　なお、届出書の各項目については、正確に記入してください。

※届出先

医療機関の所在地によって届出先が異なりますので、ご注意ください。

・さいたま市、川越市、越谷市、川口市内の医療機関 … 届出先は「医療機関が所在する市」

・上記４市以外の埼玉県内の医療機関 … 届出先は「埼玉県」

※手続きに関するお問い合わせについては、各届出先へお願いいたします。

※指定書について

※医療機関コードが変更となる場合

１． 開設者・事業者の代表者

・住所又は所在地

開設者が個人の場合　→　開設者個人の住所を記入してください。

開設者が法人の場合　→　開設法人の所在地を記入してください。

・氏名又は名称

開設者が個人の場合　→　開設者個人の氏名を記入してください。（代表者職名・代表者氏名は記入不要）

開設者が法人の場合　→　開設法人の名称、代表者職名・代表者氏名を記入してください。

・電話番号

開設者が個人の場合　→　開設者個人の電話番号を記入してください。

開設者が法人の場合　→　開設法人の電話番号を記入してください。

２． 種別

変更届出をする医療機関が該当する種別を囲んでください。

３． 指定小児慢性特定疾病医療機関の名称

変更届出をする指定医療機関の名称を記入してください。

医療機関の名称が変更となる場合は「変更前の指定医療機関の名称」を記入してください。

変更届出書に対しては、変更内容を反映させた新しい指定書の交付は行っておりません。

（現在交付されている指定書が指定有効期間満了日まで有効となります。）

指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書の作成について

　変更届出書を作成される際は、以下の点にご注意ください。

医療機関コードの変更については「変更届出」ではなく、「旧コードでの辞退申出」と「新コードでの新規

申請」が必要となります。

「旧コードでの辞退申出書」と「新コードでの指定申請書（新規）」を一緒に提出してください。



４． 医療機関コード

3桁目は該当する数字を選択してください。（1～2桁目は入力済みです。）
4～10桁目に指定通知書に記入された7桁のコードを記入してください。（半角数字）

（例） 1 1 4 1 2 3 4 5 6 7

(3桁目)

５． 変更事項

変更となる項目の「変更前」「変更後」の内容をそれぞれ記入してください。

６． 変更年月日

該当項目が変更となった日を記入してください。

７． 該当する変更事項の番号に○を付すこと。

変更となる項目に対応する１～９の番号を囲んでください。

なお、標ぼうする診療科の変更については、薬局及び指定訪問看護事業者は該当しません。

変更項目が複数あり、記入しきれない場合は「別添のとおり」とし、項目ごとの「変更前」「変更後」の内容

を記入したものに変更年月日を追記して変更届出書に添付いただいても差し支えありません。

※　医療機関コードが変更となる場合は、変更届出書ではなく、「旧コードでの辞退申出書」と

　　「新コードでの指定申請書（新規）」を一緒に提出してください。

変更項目が複数あり、記入しきれない場合は「別添のとおり」とし、項目ごとの「変更前」「変更後」の内容

を記入したものを変更届出書に添付いただいても差し支えありません。

病院又は診療所の場合は医療機関コード、保険薬局の場合は薬局コード、 指定訪問看護事業者の場

合は訪問看護ステーションコードを記入してください。　※「11」から始まる10桁の数字

（4～10桁目）

４～１０桁目は、指定通知書（関東信越厚生局

から交付されたもの）に記載された７桁のコード

を記入してください。

３桁目は以下のうち、該当する数字を選択してください。

病院・診療所 （医科） ： １

病院・診療所 （歯科） ： ３

薬局 ： ４

指定訪問看護事業者 ： ６



様式第１号の５（第１条の２関係）

年 月 日

（宛先）

埼玉県知事
開設者・事業者の代表者

〒 －

－ －

1 1

1 年 月 日

2 年 月 日

　※　該当する変更事項の番号に○を付すこと。

1 医療機関名称の変更 2 医療機関所在地（郵便番号を含む）の変更

3 医療機関電話番号の変更 4 開設者名称の変更

5 開設者所在地(郵便番号を含む)の変更 6 開設者電話番号の変更

7 代表者の変更（氏名・役職） 8 役員の変更（氏名・役職）

9 標ぼうする診療科名の変更

住所又は所在地

氏名又は名称

（都道府県・市区町村・番地）

（建物名等）

（代表者職名） （代表者氏名）

指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書

種別（該当するものに
○を付すこと。）

指定小児慢性特定疾病
医療機関の名称

医療機関コード

電 話 番 号

令和

　児童福祉法第１９条の１４の規定により、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定に係る事項を
次のとおり変更したので届け出ます。

変　更　事　項

(下記の該当する変更事
項の番号に○を付した上
で、右欄に変更前及び変
更後の内容を記載するこ

と。)

令和

令和

1

2

変更前

　注　「開設者・事業者の代表者」について、指定訪問看護事業者にあっては、主たる事務所の所在地及び名称を
　　　記入すること。

変 更 年 月 日

変更前

変更後

指定訪問看護
事業者

病院 診療所 薬局

変更後


